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  令和３年皆野町農業委員会第３回定例総会議事録 

 

１．開催期日  令和３年３月２４日（水） 

２．開催場所  皆野町役場 ３階 ３０１会議室 

３．開議時刻  午後 １時３０分 

４．閉議時刻  午後 ２時１０分 

５．宣 告 者      皆野町農業委員会長  浅見 寿太郎 

６．委員出席状況 

   農業委員：出席者：１４人・欠席者：０人 

   推進委員：出席者： ５人・欠席者：０人 

番号 氏 名 備  考 番号 氏 名 備  考 

１ 横 田 和 子 出席  １１ 門 平 喜 良 出席  

２ 野 澤 辰 雄 出席  １２ 髙 橋 健 一 出席  

３ 浅見寿太郎 出席  １３ 新 井 義 虎 出席  

４ 黒 澤 一 雄 出席  １４ 大 濵 英 一 出席  

５ 小 池 幹 夫 出席  皆野  田 島 武 正 出席  

６ 長 島 德 治 出席  国神  土 屋 貞 夫 出席  

７ 齊藤三惠子 出席  金沢  田 中 輝 雄 出席  

８ 葦 原 義 人 出席  日野沢  髙 橋 清 勝 出席  

９ 四方田順造 出席  三沢  扇 原 久 栄 出席  

１０ 門 平 眞 一 出席     

 

７．会議に付した議案 

    

   議案第１号 農地法第５条の規定による許可申請書に対する意見について 

５件 

   議案第２号 農地法第３条下限面積の別段面積の設定について 

１件 

                                    

８．事務局 玉谷泰典、井上裕太   

 

９．会議の概要         
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浅見会長 

あいさつ 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

浅見会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席委員 

 

浅見会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

浅見会長 

皆さんこんにちは。今日もお忙しいところ全員の方に定刻より早い

時間にお集まりいただきありがとうございます。 

今年度としては最後の定例総会ということですが、後にお話がある

と思いますが事務局長が定年のため最後になります。色々とお世話に

なりました。 

本日は議事も色々とあります。この後に２つ会議がございます。人

によっては全部の会議にご出席される方もいるかと思います。ご協力

いただきたいましてこの定例総会がスムーズに進めばと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございました。それでは、議案に入りたいと思います。 

議長を皆野町農業委員会会議規則第４条に基づき、浅見会長にお願

いいたします。 

 

ただ今の出席委員数は１９名です。 

定足数に達しておりますので、これより令和３年皆野町農業委員会

第３回定例総会を開会いたします。 

本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。これに従って議事を

進めてまいります。 

次に議事録署名人に、 

国神区域担当、土屋貞夫委員 

金沢区域担当、田中輝雄委員をご指名いたしたいと思いますが、こ

れにご異議ございませんか。 

 

  （異議なしの声あり） 

 

ご異議ないものと認めます。よって、議事録署名人に、 

国神区域担当、土屋貞夫委員 

金沢区域担当、田中輝雄委員にお願いいたします。 

議案第１号、農地法第５条の規定による許可申請について５件を議

題といたします。 

番号１と２は、譲受人は異なりますが、場所が近接しているためま

とめて審議します。 

事務局に議案の朗読をさせます。 

 

  （事務局朗読） 

 

番号１と番号２について農地利用最適化推進委員として、皆野区域
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皆野区域担当 

田島委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浅見会長 

 

 

７番 

齊藤委員 

 

浅見会長 

 

 

出席委員 

 

浅見会長 

 

 

 

 

出席委員 

 

浅見会長 

 

 

 

担当の、田島武正委員に対象農地の状況について説明を求めます。 

 

１７日に事務局と齊藤さんの３人で現地確認に行って参りましたの

で説明いたします。 

案内図をご覧下さい。〇〇〇の駐車場のところに押しボタン式の信

号機がありますけれども、そこの所から下って行く道がございます。

〇〇〇の横を下って行って１５０ｍで更に左に最近新しく〇〇〇が

できまして、そこを７０ｍくらい入って行った右が申請地になりま

す。 

南から東にかけては住宅地になっておりまして、西側が申請地の裏

になりますけれど桑が立て通しで雑木が生い茂っている状態です。そ

の北側ですが、除草がきれいにされていました。隣接する農地に影響

のないところでございます。 

事務局から説明がありましたが、番号２も隣が申請地ですので一括

してご審議の程お願いいたします。 

 

農業委員として、地区担当の７番、齊藤三惠子委員も農地の状況確

認に同行されていると思いますが、補足することはございますか。 

 

田島委員の説明のとおり問題ありませんのでご審議の程お願いいた

します。 

 

これより本件に対する質疑を行います。２つの場所について何かあ

りましたらお願いいたします。 

 

  （なしの声あり） 

 

質疑がございませんので、これより番号ごとに採決いたします。 

許可相当の意見を付して県知事あて進達することを可とする委員は

挙手をお願いします。 

始めに番号１について採決いたします。 

 

  （委員の挙手） 

 

挙手委員が多数と認めます。 

続いて番号２について採決いたします。 

 

  （委員の挙手） 
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浅見会長 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

浅見会長 

 

 

皆野区域担当 

田島委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浅見会長 

 

 

１１番 

門平委員 

 

 

 

浅見会長 

 

１番 

横田委員 

 

 

挙手委員が多数と認めます。 

よって、番号１と２の案件については許可相当の意見を付して県知

事あて進達することに決定いたしました。 

番号３と４は、譲受人及び譲渡人が同一であり、場所も近接してい

るためまとめて審議します。 

事務局に議案の朗読をさせます。 

 

  （事務局朗読） 

 

番号３と番号４について農地利用最適化推進委員として、皆野区域

担当の、田島武正委員に対象農地の状況について説明を求めます。 

 

同日に事務局と門平さんと３人で行ってきましたので説明いたしま

す。 

案内図をご覧下さい。〇〇の〇〇〇の交差点から〇〇〇を〇〇方面

に向かって行きますと大きなカーブがありますが、そこから進んで行

きますと〇〇〇があります。手前に〇〇〇の〇〇〇がありますが、そ

の〇〇〇の横を１００ｍくらい下って行った左側に申請地がありま

す。 

ここも〇〇を挟んで反対側に番号４の申請地があります。西から南

にかけては既に太陽光が設置してありまして、東側は〇〇〇の〇〇〇

で北側は〇〇〇の〇〇〇になっております。特に問題ないところでご

ざいますのでよろしくご審議の程お願いいたします。 

 

農業委員として、地区担当の１１番、門平喜良委員も農地の状況確

認に同行されていると思いますが、補足することはございますか。 

 

申請に対する意見につきましては、田島委員の発表のとおりでござ

います。 

両物件とも〇〇〇で問題ないと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

 

これより本件に対する質疑を行います。 

 

番号３、番号４とも譲受人等はすべて同じで、〇〇を挟んで両側に

なりますが、これは申請を１件とするのはできないのですか。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

１番 

横田委員 

 

 

事務局 

 

 

 

浅見会長 

 

出席委員 

 

浅見会長 

 

 

 

 

出席委員 

 

浅見会長 

 

 

出席委員 

 

浅見会長 

 

 

 

 

 

基本的に太陽光の設置、農地転用の場合、道等を挟むと分かれます。

売電、電柱への接続の関係で分かれるため、一つ一つ審議いただいて

います。 

分かり難いのですが、電柱に太陽光を繋ぐと思います。発電したも

のを売電ということで繋ぐと思うのですが、このように道等が挟まる

と１つとして電柱に接続するのではなく、土地毎に電柱に電力を供給

する。そのため別々に分かれます。 

 

申請は別ですが、まとめて審議するなら議案を１つにまとめて許可

ということはできないのですか。基地局毎に分かれているからそれぞ

れに許可を出さないといけないのですね。 

 

基地局毎に一つ一つの許可になるので、分けています。 

ただ、隣接していますので審議を分けるよりも一括して説明した方

が分かり易いと思いましてこのような形を取らせていただきました。 

 

他に質疑はありますか。 

 

  （なしの声あり） 

 

質疑がございませんので、これより番号ごとに採決いたします。 

許可相当の意見を付して県知事あて進達することを可とする委員は

挙手をお願いします。 

始めに番号３について採決いたします。 

 

  （委員の挙手） 

 

挙手委員が多数と認めます。 

続いて番号４について採決いたします。 

 

  （委員の挙手） 

 

挙手委員が多数と認めます。 

よって、番号３と４の案件については許可相当の意見を付して県知

事あて進達することに決定いたしました。 

番号５について審議いたします。 

事務局に議案の朗読をさせます。 
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事務局 

 

浅見会長 

 

 

皆野区域担当 

田島委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浅見会長 

 

 

１１番 

門平委員 

 

浅見会長 

 

１番 

横田委員 

 

事務局 

 

１番 

横田委員 

 

事務局 

 

 

 

 

 

  （事務局朗読） 

 

農地利用最適化推進委員として、皆野区域担当の、田島武正委員に

対象農地の状況について説明を求めます。 

 

同じ１７日の日に事務局と門平さんの３人で現地確認に行って参り

ましたので説明いたします。 

案内図をご覧下さい。〇〇の〇〇〇の交差点から〇〇〇を〇〇方面

に向かって大きなカーブを過ぎて直ぐに左に下る道があります。道が

分かれておりますが手前の道路です。１０ｍくらい下って行って右に

入っていった住宅の裏になります。 

現地を確認しましたところ、本来であればいじってはいけないわけ

ですが、砂利が敷き詰めてありました。先ほど事務局から説明のあり

ましたように始末書が提出されたとのことで、問題ないかと思いま

す。よろしくご審議の程お願いいたします。 

 

農業委員として、地区担当の１１番、門平喜良委員も農地の状況確

認に同行されていると思いますが、補足することはございますか。 

 

ただ今の田島委員の説明のとおりでございます。私から補足するこ

とはございません。協議のほどよろしくお願いいたします。 

 

これより本件に対する質疑を行います。 

 

現在この方が住んでいる地番が、〇〇〇ということですが、こちら

の面積はどのくらいですか。 

 

住宅の方の面積が〇〇〇㎡くらいです。〇〇〇㎡です。 

 

敷地拡張ということですと住宅の建築と同じ面積要件になります

か。 

 

はい、面積要件は５００㎡になります。 

今回のケースにつきましては、配置図を見ていただきますと、下の

方に道路とありまして、入ってくる部分の進入路と住宅の部分併せて

の面積です。住宅の要件は５００㎡になります。 

県にも確認しまして、進入路部分については除外して考えても仕方

がない。入って行く部分については除くとの話をいただいておりま
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１番 

横田委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

１番 

横田委員 

浅見会長 

 

 

出席委員 

 

浅見会長 

 

 

 

出席委員 

 

浅見会長 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

す。申請をしてきた業者に確認しましたところ、通路部分が〇〇〇㎡

くらいを進入の部分として使っている。計算しますと通路部分除いて

〇〇〇㎡に今回の〇〇〇㎡を併せると５００㎡は超えてしまいます

が、〇〇〇㎡程度であること。周囲状況から活用し難いこと。子供の

衣類を置く物置を設置することについて対象として認められると確

認しております。 

 

子供も沢山いるのですかね。住宅の敷地も大きいし、これだけ面積

で基礎までできている。 

そうすると住宅と変わらないようなものを本当に作るということで

すか。 

 

そうです。申請のあったものはこの土間まで作るしっかりしたもの

です。この内容で計画と見積、資金計画と残高証明書をいただいてお

ります。ですので、この計画での資金力等はクリアしております。 

 

わかりました。 

 

この案件については、ちょっと面積が気になりますが、県に確認を

とっているとのことです。他に質疑はありますか。 

 

  （なしの声あり） 

 

質疑がございませんので、これより採決いたします。 

本件は、許可相当の意見を付して県知事あて進達することを可とす

る委員は挙手をお願いします。 

 

  （委員の挙手） 

 

挙手委員が多数と認めます。 

よって、本件は許可相当の意見を付して県知事あて進達することに

決定いたしました。 

議案第２号、農地法第３条下限面積の別段面積の設定について１件

を議題といたします。 

事務局に議案の朗読をさせます。 

 

  （事務局朗読） 
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浅見会長 

 

出席委員 

 

浅見会長 

 

 

出席委員 

 

浅見会長 

これより本件に対する質疑を行います。 

 

  （なしの声あり） 

 

質疑がございませんので、これより採決いたします。 

本件を承認することを可とする委員は挙手をお願いします。 

 

  （委員の挙手） 

 

挙手委員が多数と認めます。 

よって、本件は原案のとおり承認することに決定いたしました。 

以上で審議いただく議案はすべて終了となります。ありがとうござ

いました。 

 

 

 


